
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体 登録条件 登録更新 

日本歯科衛生士会 
① 都道府県歯科衛生士会から推薦された者 

② 所定の研修を修了 
 

※その他登録要件詳細は 

コチラを参照ください 

 

  

登録年度を含め５年 

大阪府歯科衛生士会 大阪府歯科衛生士会正会員 
毎年９月１日 

（年度途中の登録解除も可） 

① おすすめ記事を選択 

② 25 AUG 2022 

「大阪府歯科衛生士会災害歯科保健歯科衛生士登録のお願い」のページを選択 

二次元バーコード 

から登録 

災害歯科保健歯科衛生士の登録制度の違い 

当会ウェブサイト 

から登録 

登録は QRコードまたは会ウェブサイトからお願いします 

 

 

『歯科医療班

の派遣要請』 
大阪府 

 
協力要請 

 
大阪府歯科衛生士会 大阪府歯科医師会 

大阪府下で大規模災害発生時、下記のルートで、大阪府歯科衛生士会に協力要請があ

り、歯科医療救護活動での歯科治療補助や二次被害（災害関連死等）の最小化に向けた歯科

保健活動等の災害支援に同行します。  

大阪府歯科衛生士会  

災害歯科保健歯科衛生士登録のお願い  

おすすめ記事 

年度2025

災害歯科保健歯科衛生士登録フォームへ ③ 必要事項を入力 送信 

 

④ 登録完了 

 
大阪府は登録のみで

完了 

日本は登録には 

研修が必要です 

日本歯科衛生士会 災害歯科保健活動 歯科衛生士実践マニュアル 2025年度版 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害歯科保健医療に関係する e ラーニング 

① 災害歯科保健歯科衛生士「育成研修」「更新研修」研修動画  

令和７年 10 月 31日まで （主催  日本歯科衛生士会 受講料 無料） 
「育成研修」「更新研修」対象の動画ですがどなたでも視聴できます。 
（アンケートは対象者のみ） 
内容は災害歯科保健歯科衛生士の登録から派遣に関することで、「JDATとは」、「アセスメン
トの必要性と書き方」、「引継ぎ」などです。 

② 令和 7年度災害歯科保健医療 eラーニング（基礎編・標準編）  

令和 8年 3 月 31日まで （主催  日本歯科医師会  受講料 無料） 
内容は、災害歯科保健医療に関係する全般的なものです。 
特に、基礎編の「災害時の歯科保健医療活動～目的、評価、体制～」 
「災害時の歯科保健医療活動～歯科支援における役割分担、多職種での連携～」は 
ぜひ理解しておきましょう。 
全ての「理解度テスト」に解答し理解度基準に達すると研修修了となり、 
修了証がダウンロードできます。 

（参考）①、②の研修修了は令和 7年度日本歯科衛生士会災害歯科保健歯科衛生士登録の要件でした。 

災害対策 大阪府歯科衛生士会の体制紹介 
８月 30日から９月５日は防災週間でした。 皆様は、災害被害を軽減するためにどのような 

ことを実行されましたか。当会では会員安否確認訓練、備蓄物品の確認を行いました。 

また、他団体との災害時の連携検討、11 月には大阪 880 万人訓練に参加し災害訓練実施予定

など対策を進めています。これらを通して得た経験を活かすこと、問題点は再検討するなどから

災害に負けない組織づくりに取り組んでいきます。 

災害に負けない組織づくり 
＜主な取組み内容＞ 

会員安否確認（実施期間 9月１日～５日） 

  会ウェブサイトで、会員の安否確認訓練を実施しました。また、会事務所で登録内容の 

確認をし、担当者で確認をしました。 

災害発生時に必要な物資の検討、整備 

  災害対策委員会では、会事務所の備蓄品を確認しました。また、追加で必要な物資を 

検討しました。 

災害歯科保健歯科衛生士登録（毎年更新制 更新月 9 月） 

前期登録していただいていた皆様に、登録更新のお知らせをメールでお届けしました。 

早速更新していただいた皆様、ご協力ありがとうございます。新規・継続に関わらず 

登録のご検討をよろしくお願いします。 

その他 

日本歯科衛生士会の災害歯科保健歯科衛生士体制変更に伴う体制整備 

会事務局の災害時対応確認、役員等の災害関係情報共有、災害歯科保健活動マニュアルの 

確認、ＢＣＰ（自然災害対策版）の確認  

＜当会主催災害関連研修会 予告＞ 

令和 8年 2月２3日（月祝）開催予定です。詳細は決まり次第、お知らせします。 

日本歯科衛生士会  
災害歯科保健活動 歯科衛生士実践マニュアル 2025 年度版 

日本歯科衛生士会ウェブサイトに掲載されています。ぜひご確認ください。 

 (日本歯科衛生士会ウェブサイト) 

(日本歯科医師会ウェブサイト) 

 

 


